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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

三重県が魅力ある観光の目的地として国内外から選ばれ、観光産業を三重県経済を

けん引する産業のひとつとして大きく育てていくため、三重県では観光振興を担う

様々な主体の役割、観光の振興に関する基本的施策等を定めた「みえの観光振興に関

する条例」を平成 23（2011）年 10月に公布・施行しました。 

この条例に基づき、これまで平成 24（2012）年３月、平成 27（2015）年３月

の２度にわたり、「三重県観光振興基本計画」を策定し、観光で地域の稼ぐ力を伸ば

す観光の産業化の取組を展開してきました。 

計画の中で最も重視してきた観光消費額については、神宮式年遷宮1のあった平成

25（2013）年に過去最高を記録するとともに、平成 27（2015）年以降も４年連続

で増加し続けており、観光の産業化の取組が着実に実を結びつつあります。 

今後も、これまでの成果を踏まえ、人口減少及び少子超高齢社会の到来やインバウ

ンド2の拡大等、社会経済情勢の変化に柔軟に対応しながら、三重の観光を持続的に

発展させるべく、みえの観光振興に関する条例第 21 条に基づき新たに三重県観光振

興基本計画を策定します。 

２ 計画の性格 

この計画は、県が取り組む観光振興に関する施策等を明らかにした行政計画です。 

また、本計画は、県、市町のほか、県民、観光地域づくり法人（以下、「DMO」と

いう。）3、観光事業者、観光関係団体等それぞれが「公」を担う主体として、「協

創」の考え方を踏まえ、行動することで、「協働」による成果を生み出し、めざすべ

き三重の観光の将来の姿とその実現に向けた共通指針となるものです。 

３ 計画期間 

この計画は、概ね 10 年先を見据えつつ、令和２（2020）年度を初年度とし、令

和５（2023）年度を目標年とする４か年の計画とします。 

                                                   
1 式年遷宮：遷宮とは、神宮の正殿を造営・修理する際や、正殿を新たに建てた場合に、

御神体を遷すこと。式年とは定められた年という意味で、伊勢神宮では 20年に一度行わ

れる。 
2 インバウンド：外国人旅行者のこと。または、その誘致のこと。 
3 DMO：Destination Management/Marketing Organizationの略語。地域の「稼ぐ

力」を引き出す「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な

関係者と協同しながら戦略を策定し、着実に実施するための調整機能を備えた法人。 
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第２章 三重の観光を取り巻く状況 

１ これまでの４年間と新たな時代の三重の観光 

平成 28（2016）年度からの４年間は、伊勢志摩サミット（平成 28（2016）

年）やお伊勢さん菓子博 2017（平成 29（2017）年）、インターハイ（平成 30

（2018）年）の開催等により三重が国内外から注目され知名度が飛躍的に向上する

とともに、新名神高速道路の県内区間全線開通等、道路ネットワークが大幅に充実し

ました。 

官民が一体となった観光の産業化の展開や、伊勢志摩サミット開催の好機を生かし

た戦略的なインバウンド誘致、国際会議等 MICE4誘致、三重県来訪の新たなゲート

ウェイとしてのクルーズ客船誘致等に「オール三重」で取り組みました。それらと相

まって、観光事業者の皆様のたゆまぬ努力と創意工夫ある取組により、国内外から多

くの旅行者に三重を訪れていただき、観光入込客数は、４年連続で増加し、平成 30

（2018）年には過去最高の 4,260 万 5 千人を記録するとともに、外国人延べ宿泊

者数も平成 24 年の約 3.6 倍となる 34 万人となりました。また、観光消費額につい

ても、４年連続で増加し、神宮式年遷宮のあった平成 25（2013）年の 5,342 億円

に次ぐ過去２番目となる 5,338 億円と高水準を維持し、観光の産業化に向けた取組

が着実に実を結びつつあります。 

「令和」という新しい時代を迎えた今、従来の社会モデルが通用しない時代に突入

しています。また、近年の技術革新のスピードはめざましく、様々な形で社会的課題

の解決につながる先端的な技術が生まれています。 

観光産業においても、こうした社会変化に対応し、先端技術を積極的に取り入れる

ことなどを通じて社会的課題の克服につなげ、一人ひとりが幸福感を持って暮らせる

持続可能な社会の実現に貢献していくことが必要です。 

今後、東京 2020 オリンピック・パラリンピック（令和２（2020）年）、大阪・

関西万博（令和７（2025）年）やリニア中央新幹線開業（令和９（2027）年 東京

～名古屋）等の日本の観光にとって重要なプロジェクトが多数予定されており、これ

を三重の観光に生かしていくことが重要となります。 

県内でも、新たな集客施設や宿泊施設のオープン、三重とこわか国体・三重とこわ

か大会（令和３（2021）年）の開催が予定されており、こうした状況も踏まえ、令

和 15（2033）年の神宮式年遷宮を見据えて、世界が憧れる質の高い観光地づくり、

イベントに頼らずに誘客できる観光産業の構築に「オール三重」で取り組みます。 

                                                   
4 MICE：企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、

国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント

（Exhibition/Event）の略語。 
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２ 観光を取り巻く環境 

観光産業は、県内総生産の３％（平成 28（2016）年）を超える産業5として成長

してきており、地域経済の活性化や雇用の増大等の経済的な効果が高く、本県経済の

稼ぎ手としてさらなる発展が期待されています。 

また、観光振興は、異なる価値観や多様な文化の尊重、国際的な相互理解の促進、

地域資源の保全・継承・活用、郷土への愛着や誇りの醸成等の効果も期待でき、経済、

社会、環境を牽引していく役割が求められています。 

本県観光が将来に向けて持続的に発展し、豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図

っていくためには、環境変化に柔軟かつ的確に対応し、変革し続けていくことが必要

です。 

〈主な社会環境の変化と将来の展望〉 

（１）拡大するインバウンド市場 

国際観光市場の長期予測を見ると、アジア・太平洋地域は世界の中で最も高い伸び

が予測される市場で、国際観光客到着数6は平成 30（2018）年に 14 億人を超え、

令和 12（2030）年には 18 億人（伸び率 5.7％）に到達する見通しとなっています。 

その中でも、平成 30（2018）年の訪日外国人旅行者数は、６年連続で過去最高

を更新し、はじめて 3,000 万人を突破し 3,119 万人となりました。また、訪日外国

人旅行者の消費額は、平成 24（2012）年以降急速に拡大し、平成 30（2018）年

は４兆 5,189億円となり２年連続で国内旅行消費額全体の 15%を超えています。 

（２）人口減少社会の到来 

日本の人口は平成 22（2010）年の 1 億 2,800 万人から、令和 7（2025）年に

は 1 億 2,100 万人と 700 万人減少、令和 12（2030）年には 1 億 1,700 万人と

1,100 万人減少すると推計されています（国立社会保障・人口問題研究所）。このよ

うな中、①国内旅行者の減少、②観光産業の担い手不足の深刻化等が懸念されていま

す。 

全国的なトレンドとしては、滞在日数の長い訪日外国人旅行者の増加と国内旅行者

の減少が同時に進行する可能性が高いことから、令和４（2022）年には訪日外国人

旅行者の宿泊数が日本人の宿泊数を上回ることが見込まれています。 

                                                   
5 観光産業が県内総生産に占める割合：３％（2,782億円）（参考：輸送用機械 9％、電

子部品・デバイス 6％）。 
6 国際観光客到着数：世界各国の海外旅行者受入数のこと。 
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（３）ICT技術の進歩 

観光情報の収集・発信手段として、多くの旅行者がスマートフォンを利用するよう

になり、デジタルマーケティング7の重要性が増しています。観光庁、日本政府観光

局（JNTO）でも、訪日外国人旅行者の誘客に向けてデジタルマーケティングを強化

する方針を打ち出しています。 

デジタルマーケティングの根幹を担うのが「データ」であり、データの活用は、観

光分野において、新たな観光の魅力創造や需要の掘り起こしにつながり、非常に重要

になっています。 

データを活用することにより、旅行前の興味・情報収集段階に向けたプロモーショ

ンから、旅行中の情報発信・受入環境整備による満足度向上、旅行後の旅行者目線に

よる SNS8での共有まで、旅行に関わる行動を包括的に捉えたマーケティングを展開

できるほか、働き方改革9等を推進することも可能となり、労働時間を短縮し、商品

開発や接客等の付加価値を高める取組の展開につなげることができます。 

（４）観光が果たす役割への期待の高まり 

平成 29（2017）年に国連世界観光機関（UNWTO）により持続可能な国際観光年

として取組が展開されるなど、成長が見込まれる観光分野に対する SDGs10への貢献

の期待が高まってきています。デジタル革新を通じて、社会課題の解決や自然との共

生をめざす「Society 5.0」11の観点も踏まえ、観光が、今の時代に合った持続可能

な経済（雇用創出や観光収入の増大等）、社会（多様な文化の受入等）、環境（自然資

源の持続可能な開発等）に貢献していくことがこれまで以上に重要になっています。 

また、年齢や障がい等の有無にかかわらず、すべての人が気兼ねなく参加でき、楽

しめるユニバーサルツーリズム12の促進や、近年多発している地震や豪雨等の自然災

害への対応も不可欠です。特に、観光防災については、災害時の旅行者の安全・安心

                                                   
7 デジタルマーケティング：デジタルツールを活用した情報発信やデータ活用等のマーケ

ティング手法のこと。 
8 SNS：Social Networking Serviceの略語。インターネットを使った人とのつながりや

コミュニティ形成を支援するサービス。 
9 働き方改革：働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実

現するための改革のこと。 
10 SDGs：「誰ひとり取り残さない」社会の実現をめざして平成 27年に国際連合で採択

された 17の開発目標のこと。 
11 Society 5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合

させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会のこと。 
12 ユニバーサルツーリズム：すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、年齢や障

がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行のこと。 
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を確保するため、旅行者への周知や避難誘導訓練のほか、発災後の滞留旅客への対応

などに観光事業者、市町等と連携して取り組み、観光における「防災の日常化」を推

進するとともに、観光施設や宿泊施設の災害時の円滑な事業継続等に向けた取組を促

進することが必要です。 

３ 国の方向性 

観光は、本格的な人口減少及び少子超高齢社会を迎える中で、真に我が国の地方創

生の切り札、成長戦略の大きな柱と位置づけられています。平成 28（2016）年３

月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において、令和２（2020）年

訪日外国人旅行者数 4,000 万人、旅行消費額８兆円、令和 12（2030）年訪日外国

人旅行者数 6,000 万人、旅行消費額 15 兆円等の大きな目標を掲げ、観光を我が国

の基幹産業へと成長させ、「観光先進国」の実現を図るため、官民一体となった取組

が進められています。 

このような状況のもと、平成 28（2016）年から平成 30（2018）年には、旅館

業法、通訳案内士法、旅行業法、出入国管理法等、観光に関連する法令が多数改正さ

れるとともに、住宅宿泊事業法が新たに制定され、観光を取り巻く産業の在り方に大

きな変革がもたらされました。 

また、財源の面では、平成 30（2018）年に国際観光旅客税法が新たに制定され、

年間 500 億円の規模で国家予算に計上されるなど、観光基盤の拡充・強化を図るた

めの恒久的な財源が確保され、それを活用した高次元の観光施策を推進していくこと

とされています。 

「明日の日本を支える観光ビジョン実現プログラム 2019」においては、地域の良

い取組を応援し、それを全国に広げ、真の観光立国を実現していくこととされており、

国と地方がそれぞれの強みを生かし、より一体となって取り組みを進めていくことが

必要です。 

地方部13での外国人延べ宿泊者数については、令和 12（2020）年 7,000 万人を

目標に取組が進められています。平成 24（2012）年から平成 30（2018）年にか

けて、４倍以上に増加はしているものの、3,636 万人にとどまっている状況です。

一方で、訪日リピーターの増加により、今後さらなる地方への訪問増加が見込まれて

おり、こうしたチャンスをしっかり生かすためには、三重県へのインバウンド誘客を

積極的に進めていく必要があります。 

                                                   
13 地方部：埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫以外の道県のこと。 
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（主な取組） 

○観光の産業化のさらなる推進戦略 

官民一体の組織である「みえ観光の産業化推進委員会」を設置し、「観光の産業

化」の推進、「日本版 DMO」に対する支援、受入体制のさらなる充実・強化、マーケ

ティングに基づくプロモーションの４つの視点で、観光の「質」を高め、観光消費額

の増加につなげるとともに、持続可能な観光地域づくりを推進する取組を展開しまし

た。 

三重の強みの一つである「食」をテーマにした「みえ食旅パスポート」では、県内

全域約 700 の観光事業者等とネットワークを構築し、民間企業等とのコラボ版パス

ポートの発給やパスポート付き宿泊プランの造成等、観光事業者の稼ぐ力を高める仕

組みも取り入れた展開を図り、三重ファンの増加やリピーターの創出につなげました。

この成果も生かし、スマートフォンを使って楽しみながら県内を周遊・滞在できるよ

うにするとともに、デジタルでデータを収集する仕組に進化させ、得られたデータを

生かしてさらなる観光客の満足度向上につなげるキャンペーンに取り組みはじめまし

た。 

日本版 DMO については、県内では、令和元（2019）年９月末時点で地域 DMO

４法人、同候補法人７団体が登録され、地域が一体となった観光地域づくりが進みつ

つあります。 

これらの地域 DMO の活動を支援するため、平成 30（2018）年７月に地域連携

DMOに登録された（公社）三重県観光連盟と連携しながら、「マーケティングデータ

の分析・提供機能」及び「広域プロモーション機能」の充実・強化に取り組んでいま

す。 

さらに、従業員満足度向上が顧客サービスの質の向上等につながるよう、宿泊施設

の働き方改革や生産性向上に資するモデル事例の創出、その事例の県内宿泊施設への

水平展開に取り組みました。 

また、多様な産業との連携強化を図るため、「三重まるごと自然体験ネットワー

ク」の構築による自然体験プログラムの創出支援や、外国人旅行者に伊勢志摩国立公

園15を満喫してもらうための人材の育成、エコツーリズム16の推進、天空カフェテラ

スの整備等を国・地域で一体となって進めました。 

観光産業を担う人材確保の観点では、インターンシップ17等を通じて観光産業を中

心とした地元の産業の理解を深める取組を進めるなど、地元の高校生に向けた観光教

                                                   
15 国立公園：日本を代表する優れた自然を守り、後世に伝えていくものとして国が指定

し管理する自然公園のこと。 
16 エコツーリズム：自然観察や歴史・文化等、地域固有の魅力を旅行者に伝えることに

より、その価値や大切さが理解され、保全につながっていくことをめざす仕組みのこと。 
17 インターンシップ：企業等で「就業体験」をすること。 
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育等を行うとともに、地域おこし協力隊等、県外からの三重への人材の呼び込みを行

い、地元でのカフェの開店等、地域の活性化につなげています。 

○伊勢志摩サミット開催等の好機を生かした誘客戦略 

伊勢志摩サミット開催による知名度向上を生かし、他府県や DMO、民間事業者等

とも連携しながら、近隣のアジア諸国に加え、G7 構成国をはじめとする欧米からの

誘客に官民一体となって取り組みました。特に個人の外国人旅行者（FIT）の増加に

対応し、インスタグラムを活用した「＃visitmie」キャンペーンの展開等 SNS によ

る情報発信を強化し、「Mie, Once in Your Lifetime(一生に一度は訪れたい三重

県）」という三重県の観光ブランドと客が客を呼ぶサイクルの確立に向けた取組を行

っています。また、日本初となる「日本ゴルフツーリズムコンベンション 2018」開

催等、先進的な取組によりゴルフデスティネーションとしての三重の知名度向上につ

なげました。 

○利便性・快適性に優れた人にやさしい観光の基盤づくり戦略 

人にやさしいバリアフリー観光を推進し、来訪者の満足度向上につなげるため、宿

泊施設等を対象にしたパーソナルバリアフリー基準18やユニバーサルデザイン19の普

及促進、外国語対応等調査・助言、観光ボランティアガイド研修等に取り組みました。

また、障がい者等の旅を助けるバリアフリー観光情報誌「みえバリ２」が NPO 法人

伊勢志摩バリアフリーツアーセンターから発行され、多くの方に利用されています。 

観光防災については、「三重県防災・減災対策行動計画」に基づき、旅行者の安

全・安心を確保するため、避難訓練等への支援やセミナー・研修会等を開催するとと

もに、災害時にも訪日外国人旅行者が安心して移動・避難できるよう、災害時に必要

なウェブサイト・アプリ等の情報源について周知しました。また、旅行者の決済の利

便性を高め、消費額の増加につながるよう、キャッシュレス化の取組を進めています。 

平成 29（2017）年３月の伊勢二見鳥羽ライン無料化、平成 31（2019）年３月

の新名神高速道路の県内全区間及び東海環状自動車道の東員ＩＣ－大安ＩＣ間の開通

等、道路ネットワークも充実したことにより、観光施設や宿泊施設へのアクセス向上

が図られています。このことにより、県外から本県への誘客促進が期待され、今後も

引き続き、近畿自動車道紀勢線等の高規格幹線道路や中勢バイパス等の直轄国道の整

備促進を行います。 

こうした取組によって充実した観光の基盤を生かし、関係者、市町等と一体となっ

て、外国人旅行者を含めた観光客の満足度を高め、リピーター確保や新規顧客の獲得

につなげていきます。 

                                                   
18 パーソナルバリアフリー基準：バリアの基準は段の高さや施設の有無ではなく、障が

いの種類や程度により一人ひとり異なるという考え方のこと。 
19 ユニバーサルデザイン：年齢や障がいの有無、体格、性別、国籍等にかかわらず利用

可能であるようにしているデザインのこと。 
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２ 三重の観光に関わる関係者等の声と全国の先進事例 

持続的に成長・発展する三重の観光を実現するため、市町、DMO、観光事業者等

と連携し、「オール三重」で観光誘客の推進、観光産業の振興に取り組んでいく必要

があります。 

そのため、外国人の目線も含めて観光に携わる関係者や旅行者の視点で三重県の強

みや課題を洗い出し、それぞれの立場からの意見を集約するとともに、他府県の先進

事例も参考にしながら方向性を定める必要があります。 

〈観光関係者や外国人の声を踏まえた方向性〉 

新たな顧客の獲得の観点から、観光関係者のインバウンドへの関心は高く、引き続

き取組を強化していく必要があります。全国的には、計画期間中に外国人宿泊者数が

日本人宿泊者数を上回るとの推計がなされているものの、三重県においては、日本人

の宿泊者の減少を外国人宿泊者の増加で補う発想ではなく、日本人の三重の観光への

期待と同様に外国人からも期待される観光地となり、地域の振興につながるよう、こ

れまで以上に積極的にインバウンドへの取組を展開し、消費単価の高い欧米や富裕層

の誘致を加速させていく必要があります。 

三重県在住の外国人からは、三重の有する観光資源の面で、「魅力が高いもののま

だ知られていない」という声が多く、また、現地での説明が不足している点の指摘や、

「ガイドが必要ではないか」という提案がなされており、発地、着地双方での外国人

に向けた情報発信をさらに強化していく必要があります。 

三重県に来訪する外国人旅行者は、自然、食等の三重が有する資源を目的として来

訪することが多い一方、文化面については、その価値を分かっていただくことができ

る説明が不足していることから、外国人に魅力が伝わっていない可能性があります。

今後、文化的な側面も含めた三重県の魅力の発信が重要となります。 

人材の面では、観光産業を担う若者が定着せず、人手不足を懸念する声が多くあり

ました。また、就労の場としては、休暇を取りやすい環境を整備することや業界内の

若者同士の交流の場を設けることが観光産業を若者にとって魅力的な職場とするため

には必要との指摘が多くありました。今後、県内への人材の定着や、県外からの人材

の呼び込み、業界内の交流の場づくりなどを充実させていく必要があります。 

景観や交通の面では、廃業した旅館や空き店舗等によって景観が損なわれている点、

また、夜にタクシーを利用することができないなど二次交通20の課題を指摘する声が

多く、それらの課題解決に向けても取り組んでいく必要があります。 

これらの点を解決していく一つの方策として、デジタルツールの活用は非常に重要

です。デジタルツールは、旅行前の旅への興味喚起に向けたプロモーションの面で重

                                                   
20 二次交通：鉄道駅や空港等の交通拠点と目的の観光地を結ぶアクセス交通のこと。 
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要な役割を果たすだけでなく、旅行中の情報取得・受入環境の充実による満足度向上、

旅行後の旅行者目線による SNS 等を通じた情報拡散等、旅行者の行動様式を包括し

た取組が可能となるだけでなく、ソーシャルリスニング等によって実際の声を把握し、

得たデータをフィードバックすることで、観光地域づくりに生かすことなど、効率的

な PDCA の確立にもつなげることができます。また、人口減少・少子超高齢社会の

到来により働き手の確保も喫緊の課題となっており、より効率的な働き方の実現とい

う観点からもデジタル化の取組は重要です。デジタルツールの活用について期待する

意見も出てきていることから、観光産業におけるデジタルツールの活用に向けた取組

をいっそう推進していく必要があります。これに加え、地域の稼ぐ力を引き出すため

のブランド価値向上や、観光の付加価値を高めるための滞在型観光の推進、持続的な

観光地づくりのための財源確保や人材育成など、他府県における先進事例も踏まえて、

取組を展開していく必要があります。 

〈先進事例〉 

① 世界水準の DMO形成（せとうち DMO等） 

世界水準の DMO の形成をめざして各地で取組が展開されています。地域合意の

下、徹底したデジタルマーケティングや金融機関を巻き込んだファンド運営によって

新たな観光魅力を創出し、地域のブランド価値を向上させ、広域的な観光振興に成功

している DMOが生まれてきています。 

② インバウンド向け滞在型観光の推進（青森県、長野県等） 

日本人観光客の減少に直面している中、インバウンドに活路を見出し、スノーリゾ

ートを中心とした着地型観光の整備を推進することでインバウンドが急増している地

域など、各地で地域が有する資源を生かした魅力の創出による、インバウンド向けの

滞在型観光が推進されています。 

③ 持続可能な観光地づくりに向けた財源の確保（福岡県、京都市等） 

持続可能な観光地づくりに向けて、宿泊者から費用を収めていただく「宿泊税」を

創設するなど、将来に向けた観光地づくりを行うための独自財源確保をしている地域

も生まれてきています。 

④ 人を生かした地域づくり（熱海市、田辺市等） 

若者の流入をめざしてリノベーション21まちづくりなどを進めることで、若者によ

る起業を促進し、定着につなげている地域や外国人が地域で活躍し、外国人の目線を

取り入れた受入環境整備によって、欧米豪からの旅行者の誘客に成功している地域

等、人に着目した取組による地域づくりが様々な地域で取り組まれています。 

 

 

                                                   
21 リノベーション：手を加えてよくすること。修復。再生。 
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３ 取組の方向性 

SDGsという新たな考え方のもと、観光が、令和という新たな時代に合った持続可

能な経済（雇用創出や観光収入の増大等）、社会（多様な文化の受入等）、環境（自然

資源の持続可能な開発等）に貢献していくことが今まで以上に求められています。観

光産業を持続的に成長させるために、三重の観光に関わる観光関係者等にも、自然や

文化、人々の生活と調和した体験メニューの創出等、観光地の魅力づくりや誘客の推

進、また、就労の場の確保の観点も含めた観光産業の魅力向上等、様々な観点から

SDGsに貢献していくことが期待されています。 

将来の人口減少・少子超高齢社会の進展や、リニア中央新幹線の開業等による都市

圏からのアクセス向上に伴って日帰り圏が拡大することで、三重県への宿泊旅行の減

少も懸念されます。こうした中、次期神宮式年遷宮が行われる約 10 年先を見据えて、

観光の目的地として三重が世界から選ばれ続けるよう、これまでの成果や三重の強み

を生かす取組が必要となります。そのためには、デジタル革新を通じて社会課題の解

決や自然との共生をめざす「Society 5.0」の観点も踏まえて、三重ならではの世界

の人々を魅了する本物の魅力をデジタルの力で引き出す取組が今まで以上に重要にな

っています。 

これらの状況を踏まえ、今後の４年間は、次の２つの視点に基づき、「オール三

重」での観光振興に取り組んでいきます。 

 

〈視点１ 観光誘客の推進「世界の人々を魅了する三重の観光」〉 

三重の観光を振興するためには、三重県の認知度を高め、来訪し観光消費を促すた

めの取組を推進していく必要があります。そのためには、三重県が有する観光資源、

立地環境等を踏まえ、旅行者目線でブラッシュアップさせた観光誘客の推進に取り組

んでいく必要があります。 

三重には、日本人の文化聖地ともいえる文化・伝統、伊勢志摩国立公園をはじめと

する美しい自然、世界の人々を惹きつける豊かな食、その魅力を引き出す人々の知恵

と技術等、世界の人々を魅了するポテンシャルの高い資源が多くあります。こうした

「三重ならではの価値」を生かし、「三重に行かなければ味わうことのできない」新

たな価値＝ブランドを旅行者の目線も踏まえて「オール三重」で創造するとともに、

それぞれの旅行者に合わせた情報を提供していくことで旅行者が真の意味で三重の観

光を楽しみ、その情報を旅行者目線で拡散していただく、客が客を呼ぶ好循環の確立

につなげていく必要があります。 

近年、旅行者の多くはスマートフォンを利用しており、この好循環の実現に向けて、
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デジタルマーケティングの重要性が益々高まっています。多様なデータを収集・分析

することで、旅行者の関心や嗜好にそった観光コンテンツやサービスの情報をタイム

リーに提供するなど、戦略的な観光マーケティングの仕組みを確立し、DMOや市町

等と連携し、データを活用した県内各地域の効果的なプロモーションや地域の魅力づ

くりにつなげます。 

 

〈視点２ 観光産業の振興「TOKOWAKA～変革し続ける観光産業へ～」〉22 

快適に旅行を楽しめる環境を整備し、三重を来訪した旅行者をもてなし、満足度を

高めることで、何度でも訪れたいと思う観光地を実現していくことが重要です。その

ためには、旅行者目線に立って、「オール三重」で観光産業を変革し続ける必要があ

ります。 

旅行者にとっての利便性を向上させるためには、最新の技術を積極的に活用し、

MaaS23の推進、自動運転の導入促進、将来的な空飛ぶクルマの活用等のモビリティ

サービスの充実、AIチャットボット24等による観光案内機能の向上、キャッシュレス

決済環境の整備等、旅行者にとって快適な環境を提供するサービスを実現していくこ

とが重要となります。 

また、観光産業の高付加価値化を図るため、DMO、観光事業者のみならず、農林

水産業をはじめ、製造業、サービス産業等、多様な産業の連携を深め、各事業者のポ

テンシャルを生かして「オール三重」で観光振興を進め「稼ぐ力」を引き出すととも

に、観光推進組織のあり方や観光振興のための新たな財源確保等の体制整備について

も検討していくことが必要です。 

これらの変革を実現するためには、観光産業に関わる人材の確保・育成が不可欠で

あり、観光産業を魅力的な産業とするために、関係団体と連携した観光産業の就業環

境の改善や、観光産業を担う若年層を中心とした人材の確保・育成、起業支援等の観

光産業の基盤づくりを進めることで変革し続ける観光産業の構築に取り組み、観光客

満足度を高めていきます。 

 

 

                                                   
22 TOKOWAKA：本計画では、常に瑞々しい状態を保つ「常若」の精神を、本県の観光

が急速に変化する社会に適応し、旅行者目線で常に変革し続ける産業をめざすことの意味

を持たせることとし、アルファベットで表記します。 
23 MaaS：Mobility as a Serviceの略語。出発地から目的地まで、利用者にとっての最

適経路を提示するとともに、複数の交通手段やその他のサービスを含め、一括して提供す

るサービスのこと。 
24 AIチャットボット：コンピューターが人間に代わって自動で対話するプログラムのこ

と。 
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（３）県内の延べ宿泊者数 

   県内の宿泊施設における延べ宿泊者数 

【観光庁「宿泊旅行統計調査」】 

 

 

 

 

（４）県内の外国人延べ宿泊者数 

   県内の宿泊施設における外国人延べ宿泊者数 

【観光庁「宿泊旅行統計調査」】 

 

 

 

 

（５）県内の国際会議の開催件数 

   県内で開催された国際会議の開催件数 

 【海外誘客課調べ】 

 

 

 

 

（６）県内の宿泊・飲食サービス業における収入額の全国順位 

県内の宿泊・飲食サービス業の収入額(所定内給与額×12か月＋年間賞与

額)の都道府県別順位 

 【厚生労働省「賃金構造基本統計調査」】   

 

 

 

 

観光の魅力づくり・人づくり、観光の基盤づくり等の総合的な取組を通じ

て、平成 30（2018）年度に達成した過去最高である 94.9％の高水準を維持

し、令和 5（2023）年度まで継続して 95％以上とすることをめざします。 

 

周遊性、滞在性を高めることで日帰りから宿泊への移行や、外国人旅行者の増

加等により、延べ宿泊者数 950万人をめざします。 

 

外国人延べ宿泊者数の増加に向けた取組をさらに加速させ、外国人延べ宿泊者

数 68万人をめざします。 

 

伊勢志摩サミット開催で高まった国際会議開催地としての知名度を生かした

取組を展開し、20件の開催をめざします。 

 

観光消費額増加に向けた取組とともに、観光産業を魅力的な職業としていく

ための総合的な取組を通じて、県内の宿泊・飲食サービス業における収入額

の向上を図り、全国順位 10位以内をめざします。 
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3. 観光地の魅力づくり支援 

地域連携ＤＭＯ（公社）三重県観光連盟と連携し、デジタルマーケティングに

基づいた観光データの分析・提供、広域プロモーションに取り組み、県内ＤＭＯ

等が実施する観光地の魅力づくりを支援します。 

4. インバウンドプロモーションの推進 

 欧米市場、富裕層、個人の外国人旅行者（ＦＩＴ）をターゲットに、トップセ

ールスやミッション派遣、海外メディア・旅行会社等の取材招聘・県内視察に積

極的に取り組み、本県の認知度を高めるなど、さらなるインバウンド誘致拡大を

図ります。また、特に連泊が期待でき、観光消費額も大きい海外からのゴルフ客

をターゲットにしたゴルフツーリズムを推進します。 

5. 三重県の認知度向上のための情報の充実 

 旅行者の県内での滞在時間を延ばし、宿泊につなげるため、三重県の魅力を深

く知るための情報を充実させるとともに、地域の観光ガイドや体験コンテンツを

予約するための仕組みを充実させます。 

6. 三重ファンによる魅力の拡散 

 みえの国観光大使等、三重県ゆかりの著名人等の協力を得た観光魅力のＰＲを

行います。また、関係人口の拡大等に取り組み、三重ファンを育成することで、

三重の魅力を拡散していただきます。 

7. 地域ブランドの推進 

 農林水産物の国際認証取得や地域産品のブランド力強化、六次産業化等に取り

組むとともに、こうした地域資源を活用したビジネスに取り組む人材の育成や体

制の強化、情報発信等に取り組み、付加価値向上や販路拡大等の取組を支援しま

す。 

8. フィルムコミッション28の活動支援 

 県内各地でのフィルムコミッションの活動を支援し、本県における映画の撮影

および旅行者の誘致につなげるとともに、三重にゆかりのある映画に関する偉人

の顕彰や映画祭のＰＲなどに取り組みます。 

 

イ 伊勢志摩サミット開催地の知名度を生かした MICE 開催地としてのブランド価値

向上 

9. MICE開催地としてのブランド価値向上 

 三重ならではの特色を生かし、ターゲットを明確にしたセールスプロモーショ

ンを行うことで、国際会議やインセンティブ（企業の報奨旅行・研修旅行）の受

け入れにつなげ、MICE開催地としてのブランド価値を高めます。 

                                                   
28 フィルムコミッション：映画、テレビ、CMなどのロケーション撮影を誘致したり、

実際のロケをスムーズに進めるための機関。「FC」と略される。 
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境づくり、国内外への情報発信、訪日外国人旅行者の受入環境整備等の取組をさ

らに進めます。また、集客交流拠点施設を十分に活用し、交流人口の拡大を図り

ます。 

 

イ 持続可能な自然資源の保全・活用 

15. 国立公園等の保全・活用 

 国立公園、国定公園、県立自然公園、ユネスコエコパーク30等における豊かな

自然とのふれあいを促進するとともに、公園や自然遊歩道等の施設整備、安全確

保のための維持管理を推進します。 

16. エコツーリズム推進 

 自然公園施設の維持管理・計画的な整備とともに、民間団体等による自然公園

等の資源を生かしたエコツーリズムの取組を促進します。 

17. 農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮 

農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農村地域における農

地・水路・農道等の地域資源の保全や景観形成等に向けた共同活動を支援します。 

18. 潤いのある水辺空間の創出 

 河川が本来有している多様性に富んだ自然環境と河川景観を保全・整備すると

ともに、海浜を保全・復元することにより、潤いのある水辺空間の創出を進めま

す。 

19. 持続可能なもうかる農業の実現 

 本県農業の持続的な発展につなげるため、収益性と高付加価値化を意識した農

業の戦略的な振興や、若者が魅力を感じる働きやすい農業の実現に向けた取組を

進めます。 

20. 「緑の循環」の推進と県産材の利用の促進 

 利用期を迎えた森林資源を活用し、「植え、育て、収穫し、また植える」緑の

循環を確実に進めるため、持続可能な林業生産活動を促進するとともに、県産材

の利用の促進に取り組みます。 

21. 水産資源の維持・増大と競争力のある養殖業の確立 

 生産が持続的に可能な水産業を確立するため、科学的知見に基づく実効性が高

い新たな資源管理体制の構築や効果的な栽培漁業の推進等に取り組みます。 

 

 

 

 

                                                   
30 ユネスコエコパーク：豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経

済活動を進めるモデル地域のこと。 
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イ 三重県の立地を生かした観光産業の投資促進、人材の呼び込み 

27. 観光分野への投資促進 

 観光分野における新事業の創出や既存事業の高度化、観光分野への新たな進出

等に取り組む中小企業・小規模企業に対し、関係団体と連携した総合的な支援を

行います。 

28. サービス産業にかかる投資の促進 

 急増するインバウンドの取り込みなどに向けた外資系ホテルの誘致に取り組む

ほか、付加価値の高いサービスを提供する集客・交流関連産業の整備にかかる投

資を促進します。 

29. 移住促進 

 「ええとこやんか三重 移住相談センター」を中心に、具体的な就労情報や住

まいに関する情報の提供等、きめ細かな移住相談を行うとともに、多様な暮らし

方のできる三重の魅力等、移住希望者のニーズに沿った情報発信に取り組みます。 

30. 国際インターンシップの受入促進 

 県内企業の海外人材獲得を促進するため、県内大学等と連携し、国際インター

ンシップの受入を推進します。 
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た、交通サービス充実化に向けた取組を検討します。 

37. 観光防災の推進 

 外国人を含む旅行者を災害から守るため、地震、津波、台風、集中豪雨等によ

る自然災害に関する迅速な情報提供、発災後に旅行者が安全な場所に避難できる

体制づくりや、観光事業者等による発災後の事業継続計画（BCP）策定等への支

援を行います。 

38. 日本一のバリアフリー観光の推進 

 パーソナルバリアフリー基準により、関係団体等と協働しながらバリアフリー

観光を推進し、また、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を促進します。 

39. 観光地としての景観形成促進 

 市町や県民等による主体的な景観づくりを進めるため、景観づくりに関する情

報提供や知識の普及、専門家派遣等を行うとともに景観に配慮した建築物・工作

物等の規制誘導等を図ります。また、適正な屋外広告物の表示・設置のための取

組を進め、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を進めま

す。都市環境を保全し、その機能を高めるため、街路の整備や電線類の地中化に

向けた取組を進めます。 

40. 社会資本整備の促進 

 東海環状自動車道、近畿自動車道紀勢線等の高規格幹線道路や、北勢バイパス、

中勢バイパス等の直轄国道の整備を促進するとともに、そのアクセス道路等とな

る県管理道路の整備を推進することで、県内外との交流を広げる道路ネットワー

クの形成を図ります。県管理の道路・河川・海岸等の施設について、安全・安心

の確保に向けて計画的な維持管理を進めます。 

41. 衛生管理等の促進 

 農産物の生産工程管理および衛生管理の促進等、農水産物の安全・安心の確保

に取り組みます。食品による健康被害の防止等のため、ＨＡＣＣＰに沿った衛生

管理の取組を監視指導等により確認します。また、旅館、ホテル、住宅宿泊事業

等に関する衛生管理の監視指導等により宿泊者の安全・安心の確保につなげます。 

42. 外国人受入医療機関の充実 

 訪日外国人旅行者が安心して観光地を周遊することができるよう、外国人患者

を受け入れる医療機関における多言語対応等の充実に向けて取り組みます。 

43. 旅行業等の適正な運営促進 

 旅行業等の適正な運営促進を図ることにより、旅行業務等に関する取引の公正

の維持、旅行の安全の確保等により旅行者の利益を守ります。 

44. 暴力団排除 

 「三重県暴力団排除条例」に基づく普及・啓発を進め、飲食店及び宿泊事業者

等からの暴力団排除に取り組みます。 
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イ 観光産業の持続的な発展を支え、観光産業を若者にとって魅力的な産業にするた

めの人材の確保・育成 

51. 食の人材育成 

 「みえ食の産業振興ビジョン」に基づき、商品開発や販路開拓等を関係企業・

団体等と連携して支援するとともに、新たな価値を創出できる「みえの食」の将

来を担う人材育成に取り組みます。 

52. 地域の魅力を伝えるガイド育成 

 地域の文化・自然体験等をコーディネートできる人材の育成・確保を促進しま

す。全国通訳案内士業務の適正な実施及びその利用促進を図るとともに地域通訳

案内士の導入について検討し、外国人旅行者に対するおもてなしの向上を図りま

す。 

53. 教育機関と連携した観光人材育成 

 高等学校での職業教育や授業等を通じて、観光産業で活躍できる人材育成を推

進するとともに、県内高等教育機関と連携し、若者から選ばれるしごとの創出や

働く場の魅力向上を図るなど、教育機関と連携した観光人材の育成を推進します。 

54. 県民に向けた意識啓発 

 県民の郷土を愛する心や地域に貢献する意欲を育む郷土教育を推進するなど、

県民に向けた意識啓発に取り組みます。 

55. 若者の就職支援 

 おしごと広場みえを拠点に、県内企業の魅力を県内外へ発信するとともに、就

職相談から企業とのマッチングまできめ細かな就労支援に取り組むほか、就職支

援協定締結大学や経済団体等と連携し、U・Iターン33就職を促進します。 

56. 国際感覚に優れた人材育成 

 国際交流及び多文化共生教育、英語教育、郷土教育等の取組を通して、グロー

バルな視野と志を持ち、異なる文化に対する理解、郷土への愛着、語学力やコミ

ュニケーション能力を高め、将来、世界にあっても、地域にあっても活躍できる

人材を育成します。 

                                                   
33 Ｕ・Ｉターン：「Ｕターン」は、一度生まれ育った場所以外で就学、勤務した後に、再

び出身地に戻って働くことを指し、「Ｉターン」は、生まれ育った場所で就学、勤務した

後、出身地以外の場所に移住して働くこと。 
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61. フードイノベーション35の促進 

 他分野連携のフードイノベーションの促進や AI・IoTなどの先進技術の積極的

な活用により、新たな商品・サービスの創出に取り組みます。 

62. スタートアップ36支援 

 企業の新陳代謝とさらなる成長促進により、三重県経済の発展を図るため、ス

タートアップ支援等に取り組みます。 

63. 一次産業との連携強化による新たな魅力創造 

 さまざまな主体と連携し農山漁村地域の資源等を活用した体験やビジネスの創

出を促進するなど、一次産業と観光の連携を強化します。 

64. 観光産業におけるデータ活用・ICT化促進 

 旅行者へのサービスの向上や新たなビジネス・雇用の創出等による地域活性化

を図るため、関係機関と連携し、データを積極的に活用した取組を進めるととも

に、ICT化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
35 フードイノベーション：農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業者、ものづく

り企業等の多様な業種や、大学、研究機関、市町、県等の産学官の様々な主体の知恵や技

術を結集し融合することで、地域が抱える課題を解決し、新たな商品やサービスを革新的

に生み出す仕組みのこと。 
36 スタートアップ：新しい技術やサービスによる創業・第二創業を総称し、「ベンチャ

ー」と同義として使用しています。具体的には、新しいビジネスモデルにより、短期間に

よる成長を目ざす（遂げる）創業間もない企業・事業を示します。 
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第６章 推進体制の整備 

１ 計画の推進体制 

 観光振興の主役は、観光事業者、観光関係団体等の「民間」であり、「行政（県、

市町）」は、民間の主体的な努力が実を結ぶよう、その環境づくりや支援を行うこと

が大切です。 

 その基本的なスタンスを踏まえつつ、県、市町、県民、DMO、観光事業者、観光

関係団体がそれぞれの役割を担いながら、連携・協力して本計画を推進します。 

 

（１）基本的な役割分担 
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（２）県における推進体制 

本計画に基づく観光振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、庁内

の関係部局等が緊密な連携と調整を進める体制を整備します。あわせて、観光事業

者をはじめとする民間事業者や DMO、市町等と一体となって「オール三重」で観

光施策を推進する観光組織について検討します。 

また、観光振興に関する重要な事項について審議を行うため、条例第 25 条の規

定に基づき設置した「三重県観光審議会」を運営します。 

２ 観光統計の整備 

県は、平成 17（2005）年より、観光入込統計の再編、観光旅行者の満足度等を

把握する観光客実態調査の実施等、観光統計の整備に取り組んできました。 

観光振興が地域経済の活性化に与える影響の大きさに対する認識が、近年、急速に

高まる中、観光振興に関する施策を立案するための基礎となる観光統計の充実の必要

性が増しています。 

 観光統計の整備を、観光振興における重要なインフラ構築と位置づけるとともに、

県内全域にわたる最新の観光情報を継続的に収集・把握している（公社）三重県観光

連盟との連携強化を図るなど、市町、DMO、観光事業者、観光関係団体等との連

携・協力を深め、旅行市場に関する情報・データの把握、観光客の動向調査等、観光

に関する情報の収集及び分析等を拡充させていきます。 

また、これらの成果の公表を通じて、市町をはじめ観光産業に携わるさまざまな主

体との情報共有を進め、観光統計の利活用の促進を図ります。 

３ 計画の進行管理 

本計画を着実に推進していくため、各施策の進捗状況等を把握し、適切に進行管理

を行います。また、進捗状況の結果については、毎年度公表します。 

具体的には、本計画に掲げた施策の実施状況等を、毎年、年次報告書としてまとめ、

条例第 21 条第 5 項の規定に基づき、三重県議会、三重県観光審議会に報告する等、

幅広く公表します。また、公表を通じていただく意見をもとに、今後の施策の進め方

について必要な見直しを図るなど、評価・改善のサイクルを回していきます。 
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１ 各種統計資料 

（１）計画目標値に関する統計（三重県） 
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○観光消費がもたらす経済効果 

平成 30年の県内の観光消費額は 5,338億円であり、その経済波及効果※

１は 6,940億円、付加価値額※２は 4,048億円（県内総生産の 4.9％）、雇

用創出効果※３は 63,256人（県内就業者数の 7.2％）と推計されます。 

  ※１ 経済波及効果＝直接効果＋第１次間接波及効果＋第２次間接波及効果 

  ※２ 付加価値額＝生産活動によって新たに生み出された価値。県民経済計算の県内総

生産（GRP）に相当 

  ※３ 雇用創出効果＝経済波及効果の増加により必要となる雇用者数 

（直接効果） 

観光消費額（宿泊施設、飲食店及び土産物店等に支払われる消費額）のうち、県外

へ漏れる需要を除いた県内の生産活動に直接影響を及ぼす額（県内需要増加額）。観

光消費額に県内自給率を乗じて求める。 

（第１次間接波及効果） 

宿泊業や観光施設、飲食業を営業するため、食材や雑貨等の原材料が新たに調達さ

れ、これらの原材料を生産する産業は、さらに新たな原材料を必要とする。こうした

次々に発生する原材料を供給するための生産活動からもたらされる生産・サービス等

の増加額。 

（第２次間接波及効果） 

直接効果及び第１次間接波及効果により各産業の雇用者所得が誘発され、その一部

が消費にまわることによって、さらに引き起こされた生産活動から新たにもたらされ

る生産・サービス等の増加額。 

＜県内の観光消費がもたらす経済波及効果の推計＞ 

 
 資料：「平成 23 年三重県産業連関表」に基づく統計課算出資料、「平成 30 年観光レ

クリエーション入込客数推計書・観光客実態調査報告書」に基づき、統計課
で作成 
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（２）世界・全国の動向 
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（３）三重県への旅行者の動向 
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（４）観光産業に関する労働関係統計 
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２ ヒアリング・アンケート結果 
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３ みえの観光振興に関する条例 

平成23年10月20日 

三重県条例第34号 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 観光の振興に関する役割等（第４条－第８条） 

第３章 観光の振興に関する基本的施策 

第１節 国内外に対する観光宣伝活動の強化（第９条－第12条） 

  第２節 魅力ある観光地の形成及び人材の育成（第13条－第16条） 

第３節 観光旅行を促進するための環境の整備（第17条－第20条） 

第４章 観光の振興に関する施策の推進（第21条－第24条） 

第５章 三重県観光審議会（第25条－第31条） 

 附則 

 

古くからお伊勢参りは「日本人の旅の原点」ともいわれ、全国各地の人々が強く思い

を寄せる憧れの旅として、多くの人々を惹
ひ

き付けてきた。私たちの郷土三重県は、その

ような旅人たちを温かく迎え、もてなしの心を今に伝えてきた地である。また、伊勢国
いせのくに

、

志摩国
しまのくに

、伊賀国
いがのくに

及び熊野川以東の紀伊国
きいのくに

と呼ばれた地域で構成される本県では、縦横に

発達した街道交通の要衝の地として県内各地が賑
にぎ

わい、人、情報、文化等の交流の場が

形成されてきた。 

観光振興の取組は、その地に住む人々が先人から受け継いだ自然、歴史、文化等を大

切に守りながら、自らの地域の個性を磨き上げ、かつ、地域の存在価値を確立させる過

程を通じ、郷土に対する誇りを持ち、愛着を感じることのできる社会の実現に貢献する

ものである。また、観光産業は多様な分野における特色ある事業活動によって構成され

ることから、地域経済の活性化、地域における雇用の創出等本県経済のあらゆる領域に

おいて、その発展に寄与することが期待されている。 

しかしながら、近年の観光をめぐる情勢は、観光客の需要の高度化、観光旅行の形態

の多様化等著しく変化するとともに、全国各地の観光地間競争は激しさを増している。

県内の観光地が訪れる人々を魅了し、かつ、これからも選ばれるためには、観光の振興

に関する取組と県民生活の向上に寄与する取組が一体的に促進されるとともに、観光産

業を本県の経済を牽引する産業の一つとして、その持続的かつ健全な発展に取り組んで

いくことが必要である。 

このような考え方に立って、県、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体が協働し

て、観光産業を地域に密着した産業として大きく育て、本県の観光の振興に取り組むこ

とにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、この条例を制定する。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本県の観光の振興に関し、基本理念を定め、及び県の責務、市町

の役割等を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民生

活の向上及び本県の経済の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）観光資源 優れた自然の風景地、歴史的風土、文化的所産、豊かな食文化、多

様な分野における産業、観光の振興に寄与する専門的知識及び技能を有する人材

その他の観光の対象となる資源をいう。 

（２）観光事業者 観光に関する事業を営む者をいう。 

（３）観光関係団体 観光事業者で組織される団体その他の観光に関する事業を行う

団体をいう。 

（４）県民等 県民、観光事業者及び観光関係団体をいう。 

（５）観光行動 県内の観光地を訪れる観光旅行を行うことをいう。 

（６）誘客活動 観光客の来訪意欲の増進を図り、県内の観光地に誘致することをい

う。 

（基本理念） 

第３条 本県の観光の振興は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

（１）観光産業の持続的かつ健全な発展が図られること。 

（２）県、市町及び県民等がそれぞれの役割を担いつつ連携が確保されること。 

（３）本県の観光資源が有する魅力を生かして県内外からの観光旅行が促進されるこ

と。 

（４）観光客の満足度の向上が図られること。 

（５）本県の観光資源が有効に活用され、かつ、次の世代に継承が図られること。 

（６）地域の環境の保全と観光旅行を促進するための環境の整備との調和が図られる

こと。 

 

第２章 観光の振興に関する役割等 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、県域

全体に係る観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

２ 県は、市町及び県民等が相互に連携して観光の振興に関する取組を行うことができ
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るよう必要な調整及び支援を行うものとする。 

（市町の役割） 

第５条 市町は、基本理念にのっとり、当該市町の区域の特性を生かした観光の振興に

関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

（県民の役割） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、観光に対する関心及び理解を深め、魅力ある観

光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

（観光事業者の役割） 

第７条 観光事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、観光

旅行者の満足度の向上に努めるものとする。 

２ 観光事業者は、県、市町、観光関係団体及び地域における他の産業の事業者との連

携協力に努めるものとする。 

（観光関係団体の役割） 

第８条 観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光事業者間の連携の促進を図りつつ、

観光宣伝活動の実施、観光旅行者の受入体制の整備その他の観光の振興に関する取組

に努めるものとする。 

２ 観光関係団体は、前項の取組を行うに当たっては、県、市町その他の団体との連携

協力に努めるものとする。 

 

第３章 観光の振興に関する基本的施策 

第１節 国内外に対する観光宣伝活動の強化 

（本県及び県内の観光地の情報提供の充実強化） 

第９条 県は、本県及び県内の観光地の情報提供の充実強化を図るため、印刷物、情報

通信技術その他の媒体を活用し、観光宣伝活動の促進等に必要な施策を講ずるよう努

めなければならない。 

（観光旅行者の来訪及び滞在の促進） 

第10条 県は、国内の観光旅行者の来訪及び滞在の促進を図るため、観光旅行者の需

要の高度化に対応した旅行商品の開発その他の誘客活動の実施等に必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。 

（外国人観光旅客の来訪の促進） 

第11条 県は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、本県の観光資源を活用した

海外における誘客活動の実施、外国人観光旅客の受入体制の整備等に必要な施策を講

ずるよう努めなければならない。 

（広域的な課題への対応） 

第12条 県は、県の区域又は市町の区域を越えた広域的な課題への対応を図るため、

観光地間の連携及び交流の促進等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
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第２節 魅力ある観光地の形成及び人材の育成 

（地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成） 

第13条 県は、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、観光資源の

発掘若しくは創出又は活用等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光の振興に寄与する人材の育成） 

第14条 県は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光事業に従事する者

及び観光の振興に意欲を有する者の知識及び能力の向上等に必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。 

（新たな観光旅行の分野の開拓） 

第15条 県は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に

関する体験活動等を目的とする観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必

要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（県民の観光行動の促進） 

第16条 県は、県民の観光行動の促進を図るため、本県の観光資源に関する知識の普

及、理解の増進その他の郷土に対する誇りと愛着の醸成等に必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。 

第３節 観光旅行を促進するための環境の整備 

（観光地における良好な景観の形成） 

第17条 県は、観光地における良好な景観の形成を図るため、市町が行う景観づくり

の取組に対する支援等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光旅行者の利便の増進） 

第18条 県は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障がい者、外国人等を

始めとする全ての観光旅行者が安全かつ快適に利用できる旅行関連施設及び公共施設

の整備の促進並びにこれらの利便性の向上等に必要な施策を講ずるよう努めなければ

ならない。 

（観光旅行の安全の確保） 

第19条 県は、観光旅行の安全の確保を図るため、観光地における防災対策、観光旅

行における事故の発生の防止、観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情

報の提供等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（交通基盤の構築） 

第20条 県は、観光の振興に資する交通基盤の構築を図るため、交通施設の整備の促

進、観光旅行者の移動の円滑化等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

第４章 観光の振興に関する施策の推進 

（基本計画） 

第21条 知事は、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、観光
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の振興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）観光の振興に関する基本的な方針 

（２）観光の振興に関する主要な目標 

（３）観光の振興に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

（４）前３号に掲げるもののほか、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ第25条の三重県観光審議

会に意見を求めるとともに、広く県民等から意見を聴き、議会の議決を経なければな

らない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 知事は、毎年１回、基本計画に基づく施策の実施状況について公表しなければなら

ない。 

６ 第３項及び第４項の規定は、基本計画の基本的な方針及び主要な目標の変更につい

て準用する。 

（観光に関する統計の整備等） 

第22条 県は、市町、観光事業者及び観光関係団体と連携して、観光に関する情報の

収集、動向の調査及び分析等を行い、並びに観光に関する統計の整備を図るとともに、

それらの成果を公表するものとする。 

（推進体制の整備） 

第23条 県は、市町及び県民等と円滑な連携及び協働を図り、観光の振興に関する施

策を推進するために必要な体制を整備するものとする。 

（財政上の措置） 

第24条 県は、観光の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

 

第５章 三重県観光審議会 

（設置） 

第25条 本県の観光の振興に関する重要な事項について、知事の諮問に応じ調査審議

するため、知事の附属機関として、三重県観光審議会（以下「審議会」という。）を

設置する。 

（組織） 

第26条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は10分の４を下回らないものと

する。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 
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（委員） 

第27条 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事

が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第28条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠け

たときはその職務を行う。 

（会議） 

第29条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（庶務） 

第30条 審議会の庶務は、雇用経済部において処理する。 

（委任） 

第31条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 三重県観光事業推進審議会設置条例（昭和 34 年三重県条例第 25 号）は、廃止

する。 

 

 

 

 




